
   

 

 

 

 

 

 

 

第７回池袋地区駐車場地域ルール運用委員会資料 
 

【運用マニュアルの改訂について】 
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１．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの改訂の目的と内容 

（１）改訂の目的 

 

 

 

 

 

 

（２）改定の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの新旧対応表 

 

改訂前 

 
 

改訂後 

 

 

 

Ⅰ．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの改訂について 

〇 「池袋地区駐車・まちづくりマネジメントガイドライン」（以下、「ガイドライン」とする。）が

令和 5 年 3 月に策定されたことを受け、運用マニュアル第 11 章「地域貢献策の実施」について、

下記の通り運用マニュアルを改訂する。 

 

○ 池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルについて、下記の改訂を行う。 

■１１．地域貢献策の実施（３６、４１ページ） 

 ・地区の特性に応じた駐車施設の整備において、「池袋地区駐車・まちづくりマネジメントガイド

ライン」に示す課題や対応策を勘案することを追記 

・地域の駐車・交通対策の例において、記載されている具体施策例について、実現性も踏まえ更

新する 
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改訂前 改訂後 

  


